
テレワークの徹底について 
～事業者の皆様へのお願い～ 

 
 緊急事態宣言が延長されて、３週間近くが経過いたし

ました。 

 本県における新型コロナウイルスの新規陽性者数は、

１月１６日の５８２人をピークに減少傾向にあります。 

 これも事業者の皆様をはじめ、県民の皆様の御協力に

よるものと感謝しております。 

 しかしながら、病床の占有率などの重要な数値は高止

まりが続いており、依然として厳しい状況にあることに

変わりはありません。 

 宣言期間終了となる３月７日までに感染を抑え込むた

めには、残りの期間、改めて徹底した感染対策を行って

いく必要があります。 

 事業者の皆様には、出勤者数の７割削減に向け、引き

続き、テレワークの徹底等に取り組んでいただくようお

願いいたします。 

 医療従事者など、我々の生命や暮らしを守るため、

日々出勤されている方々のためにも、７割削減はできな

いと諦めることなく、たとえ１割でも２割でも、可能な

限りの御協力をお願いいたします。 

 

 令和３年２月２５日 

                

 
 


